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リニューアル配信します！ 

千葉県社会保険協会 
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旬の味覚  

を 配 付 い た し ま す 
 

 

鎌ケ谷市観光農業組合（鎌ケ谷市役所内） 

   ☎047-445-1141(代) 内線 545   

 (http://www.kamagayasikankounougyoukumiai.info/) 

 

●利 用 期 間  令和元年 8 月 24日(土)～9 月 30日(月) 

 

●自己負担額  大人（６才以上）  500 円 

小人（３才～５才）200 円 
 

 

▪平山ぶどう園  香取市高萩 359        ☎0478-75-3663 

(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 平山ぶどう園.com) 

▪菅谷ぶどう園  香取市岩部 1928-3  ☎0478-75-2683 

 (http://www.ne.jp/asahi/sugaya/budouking/) 

●利 用 期 間  令和元年 8 月 17日(土)～9 月 30日(月) 

 

●自己負担額  大人（６才以上）  430 円 

小人（2 才～５才）120 円 
 

 

※農園によっては、気象条件などにより利用期間が変更になる場合や、9 月 30 日以前でも終了する場合がありますので、お出か

け前には必ず農園にお問い合せください。 

 

●申 込 方 法  下記の『補助券申込書』に必要事項をご記入のうえ、返信用封筒(送付先明記・切手貼付※92 円切手)を 

必ず同封し、下記申込先まで郵送にてお申込みください。 

 ※1地区、1 事業所につき 10枚まで 

 

●申 込 先  〒260-0001 千葉市中央区都町 3-18-13 

(一財)千葉県社会保険協会 梨ぶどう狩り補助券係 宛 

 

●申 込 受 付  令和元年 7 月 30 日(火)～9月 13日(金) 

           ※補助券がなくなり次第、配付を終了いたします。 

 

 

梨・ぶどう狩り 補助券申込書 
 

・鎌ケ谷地区（梨・ぶどう狩り） 

・香取地区（ぶどう狩り）    ※希望の地区に○印をしてください 
 

鎌ケ谷 

(梨・ぶどう狩り) 

大 人 券   枚 

小 人 券   枚 

計   枚 

香 取 

(ぶどう狩り) 

大 人 券   枚 

小 人 券   枚 

計   枚 

事業所記号  事業所番号 

事 業 所 名 

所 在 地  〒 

T E L  

千葉県社会保険協会 からのお知らせ 

被保険者等の健康保持増進事業  

ぶどう狩り (香取地区  ２契約農園 ) 梨・ぶどう狩り(鎌ケ谷地区 ７契約農園) 

※コピーしてお申込みください 
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月 刊 社 保 ち ば 

今夏もぜひご活用ください！ 

当協会では、会員事業所の被保険者ならびに被扶養者の皆さま 

の健康保持・増進のため、下記割引券を配付中です。 

お申込みの詳細につきましては、機関誌「社会保険ちば」・ホーム 

ページ機関誌「月刊社保ちば」の各号に掲載しております。 

 

 

 

●九十九里蓮沼ウォーターガーデン  →    社会保険ちば春号＆夏号 ・ 月刊社保ちば 6 月号 掲載 

 

●鴨 川 シ ー ワ ー ル ド  →    社会保険ちば春号       ・ 月刊社保ちば４月号 掲載 

     

●千葉こどもの国 KidsDom  →    社会保険ちば春号       ・ 月刊社保ちば４月号 掲載 

 

●富 士 急 ハ イ ラ ン ド  →    社会保険ちば夏号       ・ 月刊社保ちば７月号 掲載 

 

   ※富士急ハイランドは、令和元年 7月 26日（金）から料金改定されています。 

    「社会保険ちば春号」および「月刊社保ちば４月号」の記事は旧情報となりますので、ご注意ください。 

 

 

 

会員事業所様には、日頃より千葉県社会保険協会の事業運営に深いご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

当協会では、会員事業主様のご理解とご協力のもと、社会保険制度の普及発展や会員事業所の被保険者様やご家族の

健康と福利増進のため、各事業を行っております。 

これらの事業は、会員事業所様からの会費（年会費）をもとに運営されております。 

本年度会費の払込書につきましては、４月に各会員事業所様にお送りしておりますが、納め忘れ等の事業所様には、

格別のご理解をいただき、納入にご協力をお願い申し上げます。 

4 月にお送りした払込書にて、当協会指定の金融機関、もしくは最寄りの郵便局(ゆうちょ銀行) 

にて納入くださいますようお願いいたします。なお、指定銀行、ゆうちょ銀行での振込手数料は 

当協会の負担となります。 

払込書が見当たらない場合は、再交付いたしますので、お手数をおかけいたしますが、当協会 

までご連絡くださいますようお願いいたします。 

一般財団法人千葉県社会保険協会 （電話:043-233-3971） 

2019 年度社会保険協会費納入のお願い 


